
令和６年度 

公益社団法人鹿児島県医師会 職員採用試験案内 
 

受付期間 令和５年１０月２日（月）～１０月２３日（月） 

試 験 日 一次試験 令和５年１０月２６日（木） 

二次試験     １１月 １日（水） 

三次試験     １１月 ７日（火） 

 

１．職種・採用予定人員 

一般事務・若干名 

 

２．採用予定年月日 

令和６年４月１日（３ヶ月間は試用期間） 

 

３．受験資格 

次の（１）及び（２）の両方の要件を満たす者 

（１）平成元年４月２日以降に生まれた者 

（令和６年３月末現在で満３５歳以下の者） 

（２）学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）若しくはこれと同等と認める学校等

を卒業した者又は令和６年３月３１日までに卒業見込みの者 

 

４．試験日・試験内容及び会場等 

・一次試験（書類選考） 

期 日：令和５年１０月２６日（木） 

 

・二次試験（筆記・作文） 

日 時：令和５年１１月１日（水）１０：００～ 

試験内容：①総合適性テスト〔２時間２０分・休憩含む〕 

（言語理解・計数理解・パーソナリティ検査） 

②作文（テーマは当日発表・８００字以内）〔６０分〕 

会 場：鹿児島県医師会館 

鹿児島市中央町８－１ 

 

・三次試験（面接） 

日 時：令和５年１１月７日（火）１５：００～ 

会 場：鹿児島県医師会館 

鹿児島市中央町８－１ 

 

 



５．合格発表 

（１）一次試験合格発表 

令和５年１０月下旬までに試験結果を文書で通知します。 

（２）二次試験合格発表 

三次試験の３日前までに試験結果を電話でお知らせするとともに、文書で通知

します。 

※本会の電話番号の登録をお願いします。 

（３）最終合格発表 

令和５年１１月中旬までに最終結果を文書で通知します。 

 

６．給与・休日・勤務時間等 

給与は、「公益社団法人鹿児島県医師会職員給与規程」に基づき支給されます。 

令和５年４月１日現在で、基準となる給料月額は次のとおりとなりますが、職務経験

等のある場合には、この額に一定基準で加算されることがあります。 

【給 料 月 額】 大卒初任給 １８５，２００円 

上記の給料のほか、通勤手当、超過勤務手当、扶養手当、住居手当

等が、それぞれの手当条件に応じて支給されます。 

【定 期 昇 給】 年１回 

【賞 与】 年２回 

【休日・休暇】 土曜日、日曜日、祝日、年次有給休暇、年末年始休暇、 

夏期休暇、弔祭休暇等 

【勤 務 地】 鹿児島市中央町８－１ 

鹿児島県医師会 

鹿児島県医師信用組合 

鹿児島県医師協同組合 

鹿児島県医師国民健康保険組合 

【勤 務 時 間】 ９時から１８時まで 

（１２時００分から１３時００分までは休憩時間） 

但し、医師信用組合は、８時３０分から１７時３０分まで 

【福 利 厚 生】 各種社会保険制度適用（健康保険、厚生年金保険、雇用保険等） 

定期健康診断の実施等 

【定 年】 ６０歳（再雇用制度有） 

 

７．受験に関する問合せ及び提出書類、受付期間等 

（１）受験に関する問合せ・書類送付先 

公益社団法人鹿児島県医師会 庶務課 

〒890-0053 鹿児島市中央町８－１ 

（代 表）ＴＥＬ （０９９）２５４－８１２１ 

（E-mail）isisyomu@kagoshima.med.or.jp 

のいずれかの配属になります。 

 



（２）提出書類 

①履歴書（上半身写真貼付） 

②最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書 

（卒業証書の写しでも可） 

③成績証明書（令和６年３月の卒業見込者のみ） 

④健康診断書 

⑤８４円切手を貼った宛先明記の返信用「長３封筒」 

（３）受験申込みの受付期間及び受付時間 

① 受付期間 令和５年１０月２日（月）～１０月２３日（月） 

（但し、土曜日、日曜日、祝日は除く。） 

※ 郵送の場合は、１０月２３日（月）までの必着に限り受け付けます。 

② 受付時間 ９時から１８時まで 

 

８．注意事項 

（１）二次試験日の３日前までに一次試験結果の通知が届かない場合はご連絡ください。 

（２）提出された書類については、当会で適切に処分しますので、返却いたしません。

あらかじめご承知願います。 

（３）試験会場に駐車場はありませんので、公共交通機関等を利用してください。 

（４）試験会場（敷地内を含む）は、全て禁煙です。 

（５）携帯電話、情報端末機能を有する機器等の使用は禁止します。 

特に、携帯電話は時計としての使用もできません。 

 

９．その他 

（１）公益社団法人鹿児島県医師会が一括して採用を行い、関連する事業所への配属を

決定します。配属後も適宜、事業所間で人事交流等を行いますが、勤続年数・給

与等は事業所間異動後も引き継がれます。 

(関連する事業所) 

・鹿児島県医師会…地域保健・医療諸事業の企画・運営 

・鹿児島県医師信用組合…金融業 

・鹿児島県医師協同組合…保険・リース・購買事業等 

・鹿児島県医師国民健康保険組合…健康保険事業 


